
「適正な電力取引についての指針（改定案）」に対する意見募集について 

 

平成２７年１２月１７日 

公 正 取 引 委 員 会 

経 済 産 業 省 

 

 公正取引委員会と経済産業省は共同して，平成１１年１２月，電力市場における公

正かつ有効な競争の観点から，独占禁止法上又は電気事業法上問題となる行為等を明

らかにした「適正な電力取引についての指針」を作成・公表し，これまで６回にわた

り同指針の改定を行いました。 

今般，平成２８年４月に電気事業法の一部を改正する法律（第２弾改正）が施行さ

れること等に伴い，共同して本指針の改定案を作成いたしました。 

つきましては，広く国民の皆様から御意見を頂きたく，下記の要領で御意見を募集

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

 公正取引委員会事務総局経済取引局調整課 

  電話 ０３－３５８１－５４８３（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp 

 経済産業省電力取引監視等委員会事務局取引監視課 

  電話 ０３－３５０１－１５５２（直通） 

 経済産業省電力取引監視等委員会事務局ネットワーク事業監視課 

  電話 ０３－３５０１－１５８５（直通） 

  ホームページ http://www.emsc.meti.go.jp 
 



１ 意見公募の対象 

「適正な電力取引についての指針（改定案）」 

 ※ 改定案につきましては，新旧対照表を御覧ください。 

  

２ 資料入手方法 

電子政府の総合窓口（e-Gov）における掲載 

 

３ 意見提出先・提出方法 

別紙の意見提出用紙に日本語で必要事項を御記入の上，以下いずれかの方法で送

付してください。 

なお，電話による御意見は受理いたしかねますので，その旨御了承願います。 

（公正取引委員会事務総局経済取引局調整課又は経済産業省電力取引監視等委員

会事務局取引監視課・ネットワーク事業監視課のいずれかに御意見を提出して

いただければ，もう一方にも連絡いたします。） 

 

（１）郵送 

意見提出用紙に氏名，連絡先及び本件への御意見を御記入の上，下記宛先のい

ずれか一方にお送りください。 

 

  〒１００－８９８７ 

   東京都千代田区霞が関１－１－１中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 

   公正取引委員会事務総局経済取引局調整課 

パブリックコメント担当 宛て 

       又は 

〒１００－８９０１ 

東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省電力取引監視等委員会事務局取引監視課 

経済産業省電力取引監視等委員会事務局ネットワーク事業監視課 

パブリックコメント担当 宛て 

 

（２）ＦＡＸ 

意見提出用紙に氏名，連絡先及び本件への御意見を御記入の上，下記ＦＡＸ番

号のいずれか一方にお送りください。 

 

ＦＡＸ番号：０３－３５８１－１９４５ 

公正取引委員会事務総局経済取引局調整課 

パブリックコメント担当 宛て 

    又は 

ＦＡＸ番号：０３－３５０１－１５６８ 

経済産業省電力取引監視等委員会事務局取引監視課 

経済産業省電力取引監視等委員会事務局ネットワーク事業監視課 

パブリックコメント担当 宛て 

 

 



（３）電子メール（意見提出用紙を添付してお送りください。） 

意見提出用紙に氏名，連絡先及び本件への御意見を御記入の上，下記電子メー

ルアドレスのいずれか一方にお送りください。 

 

電子メールアドレス：denryokugl-○-jftc.go.jp 

 公正取引委員会事務総局経済取引局調整課 

 パブリックコメント担当 宛て 

     又は 

電子メールアドレス：tekitorigl-○-meti.go.jp 

経済産業省電力取引監視等委員会事務局取引監視課 

経済産業省電力取引監視等委員会事務局ネットワーク事業監視課 

パブリックコメント担当 宛て 

（迷惑メール等防止のため，アドレス中の「@」を「-○-」としております。

電子メールを送信される際は，「@」に置き換えて利用してください。） 

（電子メールの件名を「適正取引ガイドライン改定案に対する意見」としてく

ださい。） 

 

４ 意見提出期限 

  平成２８年１月１９日（火）１８：００必着 

  （郵送の場合は，同日必着） 

 

５ その他 

皆様から頂いた御意見につきましては，最終的な取りまとめにおける参考とさせ

ていただきます。 

なお，頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので，その旨御了承

願います。 

御提出いただきました御意見については，氏名，連絡先等（住所，電話番号，Ｆ

ＡＸ番号及び電子メールアドレス等）を除き，全て公開される可能性があることを，

あらかじめ御承知おきください。ただし，御意見中に個人に関する情報であって特

定の個人を識別し得る記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれが

あると判断される場合には，公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。 

御意見に付記された氏名，連絡先等の個人情報につきましては，適正に管理し，

御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった，本案に対する意見

公募に関する業務にのみ利用させていただきます。 



公正取引委員会事務総局経済取引局調整課 パブリックコメント担当 宛て 

経済産業省電力取引監視等委員会事務局取引監視課・ネットワーク事業監視課 パブリックコメ

ント担当 宛て 

（※いずれか一方の宛先にお送りください。） 

 

「適正な電力取引についての指針（改定案）」に対する意見 

［氏 名］ 

（企業・団体の場合は，企業・団体名，部署名及び担当者名） 

 

 

［住 所］ 

 

 

 

［電話番号］ 
 

 

［ＦＡＸ番号］ 
 

 

［電子メールアドレス］ 
 

 

［御意見］ 

・該当箇所（どの部分についての意見か，該当箇所が分かるように明記してください。） 

 

 

 

 

・意見内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・理由（可能であれば，根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 

 

 

 

 

 

 


